
内部統制システム構築の基本方針 

 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築の基

本方針を定めております。 

  

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

（1）各取締役は取締役会及び経営会議の場で、他の取締役の業務執行につき報告を受け、

相互の業務執行について、法令及び定款に適合しているかを監督します。 

（2）取締役会はコンプライアンス・ポリシー（社是、企業行動基準）を定め、必要に応じて

見直しを行い、全役職員に周知徹底させます。 

（3）コンプライアンス担当部署を置き、コンプライアンスに関する規程、マニュアルを整

備、強化し、定期的に研修等を行い、コンプライアンス・ポリシー（社是、企業行動基

準）の全役職員への浸透を図ります。 

（4）不正行為、違法行為等に関して使用人が直接報告、相談できる内部通報窓口を設置し

ます。通報窓口責任者が法令又は定款に違反する恐れがあると判断した場合には、速

やかに監査等委員会に報告します。 

（5）反社会的勢力による不当要求に対し組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会

的勢力とは取引関係その他の一切の関係を持たない社内体制を整備します。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に保

存・管理します。 

  

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）リスク管理統括部署は、担当役員の指揮監督の下、リスク管理規程に基づき、常時リ

スク管理体制の構築、改善、運用及び各部門・事業子会社への啓蒙、指導を行います。 

（2）各部門・事業子会社の長は、リスク管理規程に定めるリスクが発生した場合、速やか

にリスク管理担当役員及びリスク管理委員会事務局に報告し、リスク管理担当役員は、

報告を受けた内容を取締役会及び監査等委員会へ報告します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定

時取締役会を原則として毎月１回程度開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を

適宜開催します。経営方針に関わる重要事項については、事前に社長、その他必要な

取締役が十分な審議を行った上で、取締役会に諮るものとします。 



（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規

程に定めるところにより、取締役会が任命する代行者の指揮の下行います。 

 

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制 

イ．当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当

社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を求め、重要案件については事前協議

を行います。 

ロ．当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

当社のリスク管理統括部署が、グループ全体を統括します。 

ハ．当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制 

当社のコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス担当部署がグループ全体を

統括します。 

 

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役

及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関す

る事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保

に関する事項 

監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査室に所属する兼務の使用人を１名

配置するものとし、その人事異動、組織変更等については監査等委員会の意見を尊重しま

す。また、当該使用人が補助業務対応のための十分な時間を確保できるよう配慮します。 

  

７．当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が

監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体

制、並びに当該報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制 

（1）取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事項が発生又は発生する恐れがある

とき、役職員による法令違反又は不正行為を発見したとき、その他監査等委員会が報

告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告します。前記に関わ

らず監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める

ことができます。 

（2）子会社の取締役、監査役及び使用人から監査等委員会への報告に関する手続を定め、

監査等委員が必要とする情報を適時適切に提供します。 

（3）当社は、監査等委員会へ報告を行った役員及び使用人に対し、そのことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び使用人に周知徹底します。 

 



８．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に

ついて生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたとき

は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費

用又は債務を処理します。 

 

９．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員は、経営会議等、重要な会議に出席して、業務執行状況を把握するとともに、

主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用

人に説明を求めることができます。また、監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行

い、業務執行及び財務上の問題点につき協議します。 

 


